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【 補 注 】 

本文中、以下の用語については下記の趣旨で使用している。 

1 公共施設等･････････ PFI 法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)第

2 条第 1項で定義された「公共施設等」を指す。 

2 実施方針･･･････････ PFI法第5条に基づき、公共施設等の管理者等が特定事業の選定及び民間事

業者の選定にあたって策定・公表が義務づけられている特定事業の実施に関

する方針を指す。 

3 管理者等･･･････････ PFI 法第 2 条第 3項の「公共施設等の管理者等」を指す。 

4 国等･･･････････････ 国及びPFI の事業実施主体である特殊法人、独立行政法人、国立大学法人等

を指す。 

5 市区町村･･･････････ 市町村に東京都特別区を加えたものを市区町村と呼称している。 

6 特定事業の選定･････ PFI 法第 6条に従い、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適切で

あると認める特定事業を選定することを指す。 

7 事業契約･･･････････ PFI 法第 10 条第１項に規定する事業計画及び協定をいう。 

8 いわゆる独立採算型･･･ 選定事業者が自ら調達した資金により施設の設計・建設・維持管理・運営を行

い、そのコストが利用料金収入等の受益者からの支払いにより回収される類型

を指す。 

9 混合型･････････････ 選定事業者のコストが、公共部門から支払われるサービス購入料と、利用料金

収入等の受益者からの支払いの双方により回収される類型を指す。「VFM に関

するガイドライン」に示されている「いわゆるジョイント・ベンチャー型」と同義。 

なお、たとえば一つの実施方針に基づいて、複数棟の施設の整備を行ってい

る事業で、サービス購入型でコストが回収される施設といわゆる独立採算型でコ

ストが回収される施設が含まれている場合も「混合型」に含めることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

10 PPP/PFI ･･････････ 我が国でいう PFI は、国際的には英国以外では PFI という名称は用いず PPP

の一部とされるのが一般的である。本アニュアルレポートでは、主に他国の制度

を論ずる場合、PPP/PFI という呼称を用いている。 

11 PFI事業･･･････････ 本アニュアルレポートでは、法制度や事業の枠組み等広く PFI全体を指す場合

にPFI という呼称を用い、事業の側面に重点をおいて説明する場合はPFI事業

という呼称を用いている。 

 

 

 1つの実施方針に基づき実施される特定事業 

サービス購入型施設 

いわゆる独立採算型施設 

サービス購入型施設 

いわゆる独立採算型施設 
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内閣府では、我が国における PFI 事業の傾向や現状を把握するために、平成 20 年

度末までに実施方針を公表した事業の公表資料を踏まえ、我が国の PFI 事業の実施

状況について分析を行った。なお、本節に示されている数値は、特に断りのない限

り、平成 20年度末までのものである1。 

 

1 実施方針公表済み事業全体の傾向 

本項では、平成 20 年度末までに実施方針を公表した事業の全体の傾向を分析する。 

（1）PFI事業数と事業費累計 

実施方針を公表済みの PFI 事業数は年々増加しており、平成 20 年度末時点で 339

事業にのぼっている。平成 19 年度に比べると、38 事業増加している。また、PFI 事

業数の増加とともに事業費（累計）も増加しており、平成 20 年度末時点で約 3 兆円

に達している2。 

さらに、既に施設の供用が開始された事業（以下、「運営段階に至っている事業」

という。）の数も、平成 19年度に比べると 29事業増加し、平成 20年度末時点で 205

事業と、全体の 6割を超えている（図表 1－1－1）。 

（2）管理者等別の事業数 

公共施設等の管理者等（以下、「管理者等」という。）別にみると、「国」で 56 事

業、「独立行政法人等」が 32 事業、「都道府県」で 75 事業、「政令指定都市」で 46 事

業、「市区町村」で 130事業が実施されており、平成 20年度の増加数は「国」が 9事

業、「独立行政法人等」が 3事業、「都道府県」が 4事業、「政令指定都市」が 8事業、

「市区町村」が 14事業となっている（図表 1－1－2）。また、国の管理者等別事業数

の推移（累計）をみると、財務省が 26 事業と最も多く、前年度最も多かった国土交

通省の 22事業を上回っている（図表 1－1－3）。

                                               
1
 平成 20年度末までに PFI導入を断念した事業（平成 20年度：1事業）、終了した事業（1事業）、廃止した事業

（3事業）について、当該事業の実施方針公表時期まで遡及して全事業分析の対象外とした。 
2
 事業費は、公共施設等の管理者等が公表した落札金額、提案価格又は契約金額を計上したものである。また、

公的負担のない事業についての事業費は含まれていない。 

第 1章 我が国におけるＰＦＩの現況 

第 1節 ＰＦＩ事業の実施状況 
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図表 1－1－1 事業数及び事業費の推移（累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1－1－2 管理者等別事業数の推移（累計） 

 

 

 

 

（注）事業費については契約年度ごとに分類している。 

（注）１．「国」には、各府省のほか、衆議院、参議院及び最高裁判所を含む。 

２．国と市区町村の共管事業は国に、都道府県と市区町村の共管事業は都道府県に分類している。 

３. 「独立行政法人等」には、各国立大学法人のほか、大学共同利用機関法人人間文化研究機構、独立行政法人国立

病院機構四国がんセンター、地方独立行政法人大阪府立病院機構を含む。 
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公共施設等が立地している都道府県別の PFI 事業数をみると、三大都市圏3の実施

数が多く、特に南関東が多い。最も多い都道府県は、東京都（48 事業）であり、次

いで千葉県（23事業）となっている。また、平成 20年度までに未だ PFI事業の公共

施設等が立地していない都道府県は 5 県（群馬県、奈良県、和歌山県、鳥取県、宮

崎県）であった。（図表 1－1－4）。 

管理者等ごとに、PFI 手法の導入済み、未導入の割合をみると、「国」、「都道府

県」及び「政令指定都市」は、それぞれ 60％以上で PFI を導入済みであり、特に、

「政令指定都市」はほぼすべての 94％で導入済みとなっている。一方、「市区町村」

は 94％が未導入である（図表 1－1－5）。また、複数事業を実施しているのは、「市

区町村」で特に少なく、PFI を導入済みの「市区町村」のうち 17％となっている

（図表 1－1－6）。 

このように、PFI 事業は着実に浸透し続けているものの、未だ PFIの実施状況には

ばらつきがある状況がうかがわれる。 

 

                                               
3
 三大都市圏とは、南関東（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）、東海（静岡県、岐阜県、愛知県、三重県）、

近畿（滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県）の地域を指す。 

図表 1－1－3 国の管理者等別事業数の推移（累計） 

 

（注）１．共管事業は、それぞれの区分に計上している。 

   ２．累積事業数が 1事業以下の管理者等（「文部科学省」、「外務省」、「参議院」、「厚生労働省」）は「その他」に区
分している。 
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図表 1－1－4 地域別 PFI実施数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．（ ）内は地方公共団体の実施数を示す。 

２．事業地の所在する都道府県単位で集計している。 

３．「在エジプト日本国大使館新事務所整備等事業」については、エジプトにおける事業であるため、計上されて

いない。 

４．国と市区町村の共管事業は国に、都道府県と市区町村の共管事業は都道府県に分類している。 

（ 凡 例 ） 
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図表 1－1－5 管理者等別導入割合 

 

（注）１．国（総数：15）、地方公共団体（総数：1,847）、都道府県（総数：47）、政令指定都市（総数：17）、市区町村

（総数：1,783） 

２．「国」には、各府省のほか、衆議院、参議院及び最高裁判所を含む。 

３．「地方公共団体」は、都道府県、政令指定都市、市区町村を指す。 

４．管理者等が複数にわたる共管事業は、それぞれの区分に計上している。 

図表 1－1－6 複数の PFI事業を実施している管理者等の割合 

 

（注）１．国（総数：11）、地方公共団体（総数：154）、都道府県（総数：29）、政令指定都市（総数：16）、市区町村（総

数：109） 

２．「国」には、各府省のほか、衆議院、参議院及び最高裁判所を含む。 

３．「地方公共団体」は、都道府県、政令指定都市、市区町村を指す。 

４．管理者等が複数にわたる共管事業は、それぞれの区分に計上している。 
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（3）事業分野別の事業数 

我が国では、学校、廃棄物処理施設、病院、空港、刑務所等の様々な事業分野

に PFIが導入されている。 

事業分野の割合についてみると、内閣府が公表している 8 分類では、「教育と文

化（学校、図書館、美術館、ホール等）」が 108 事業（32％）と最も多く、次いで

「健康と環境（病院、斎場、浄化槽等）」が 61事業（18％）となっている（図表 1

－1－7）。 

平成 19 年度に比べると、特に宿舎（7 事業）、給食センター（4 事業）が増加し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（4）事業類型別の事業数 

事業類型別の事業数をみると、「サービス購入型」が 234 事業と最も多く、全体の

69％を占めている。次いで「混合型」が 89 事業（26％）であり、「いわゆる独立採

算型」は、16事業（5％）で最も少ない。 

平成 19年度に比べると、「サービス購入型」が 30事業、「混合型」が 7事業、「い

わゆる独立採算型」は 1事業増加している（図表 1－1－8）。 

 

図表 1－1－7 事業分野別事業数の推移（累計） 
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（5）事業方式別の事業数 

PFI においては、施設の所有権が事業期間中に管理者等に帰属するか、選定事業者

に帰属するか等により、BTO方式、BOT方式、BOO方式及び RO方式等に分類され

る（資料編 p9参照）。 

事業方式別の事業数をみると、「BTO 方式」が 238 事業と最も多く、全体の 70％

を占めている。次いで、「BOT方式」が 48事業（14％）となっている。平成 19年度

に比べると、特に「BTO方式」が大きく増加している（30事業）（図表 1－1－9）。 

また、事業分野別に事業方式をみると、「庁舎と宿舎」、「産業」、「あんしん」、「教

育と文化」の分野で「BTO 方式」を採用する事業の割合が高い。一方、「まちづく

り」、「生活と福祉」、「健康と環境」の分野では「BTO 方式」を採用する事業の割合

が半数程度にとどまり、「BOT 方式」、「BOO 方式」等、事業期間中の施設の所有権

が選定事業者に帰属する事業の割合が高くなっている（図表 1－1－10）。 

 

図表 1－1－8 事業類型別事業数の推移（累計） 
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図表 1－1－9 事業方式別事業数の推移（累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）１．「RO等方式」は、RO方式、RTO方式、ROT方式を指す。 

２．一つの事業に複数の施設の所有形態を含むもの等は「その他」に分類している。 

図表 1－1－10 事業分野別事業方式の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．庁舎と宿舎（総数：47）、産業（総数：15）、あんしん（総数：19）、教育と文化（総数：108）、まちづくり（総

数：37）、生活と福祉（総数：15）、健康と環境（総数：61）、その他（総数：37） 

２．庁舎と宿舎（事務庁舎、宿舎等）、産業（卸売市場、観光施設等）、あんしん（警察施設、消防施設、行刑施設

等）、教育と文化（学校、図書館、美術館、ホール等）、生活と福祉（老人福祉施設等）、まちづくり（駐車場、

空港、公園、公営住宅等）、健康と環境（病院、斎場、浄化槽等）、その他（複合施設、道の駅等） 
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（6）事業範囲別の事業数 
PFI では、公共施設の「設計業務」、「建設業務」、「維持管理業務」、「運営業務」等

を一括して民間事業者にゆだねることによって、民間事業者の有するノウハウを最

大限に引き出すことが期待される。 

業務範囲はそれぞれの事業の特性に応じて決定されている。たとえば、公共部門

で事前に「設計業務」を行うため、選定事業者は設計について VE 提案4のみを行う

事業や、公共部門の既存施設を活用した施設整備を伴わない PFI事業も存在する。 

選定事業者の事業範囲別事業数をみると、「設計業務」及び「建設業務」は、90％

以上の事業において選定事業者の事業範囲としており、また、「維持管理業務」は、

339事業すべてが選定事業者の事業範囲としている（図表 1－1－11）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
4
 バリュー・エンジニアリング提案（VE（Value Engineering）提案） 

発注者が提示する設計図書に対して、施設、設備の価値向上を目的に、デザイン、品質及び管理・保守を低下

させることなく、最小のコストで必要な機能を達成するために建設物、工法、手続、時間等の改善等について、

事業者が行う技術提案。 

図表 1－1－11 各業務を含む・含まない事業数の割合 
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● 運営業務を含む事業 

「運営業務」を選定事業者の業務範囲に含めている事業は 236 事業（70％）であ

り、「設計業務」等他の業務に比べ、相対的に少ない（図表 1－1－11）。また、平成

19年度の 71％から、ほとんど変化していない（図表 1－1－12）。 

分野別にみると、「生活と福祉」、「産業」分野では、すべての事業において「運営

業務」が含まれている。一方、「運営業務」を含む割合の少ない分野は、「庁舎と宿

舎」（32％）、「あんしん」（58％）及び「教育と文化」（66％）である（図表 1－1－

13）。 

選定事業者の業務範囲に「運営業務」を含んでいない事業の背景としては、「教育

と文化」や「あんしん」分野に含まれる教育施設や警察施設のように、「運営業務」

を公共部門が実施することとなっている事業や、「庁舎と宿舎」分野に含まれる宿舎

のように、そもそも「運営業務」に相当する業務がほとんどない事業があることが

考えられる。 

管理者等別に「運営業務」の有無をみると、都道府県、政令指定都市、市区町村

はいずれも約 80％の事業で「運営業務」が含まれているのに対し、国及び独立行政

法人等では、「運営業務」を含む割合が約 40％となっている（図表 1－1－14）。 

また、事業方式別に「運営業務」の有無をみると、「BOT 方式」では 96％とほぼ

すべての事業において「運営業務」が含まれている一方、「BTO 方式」では、「運営

業務」を含む割合は 61％である（図表 1－1－15）。 
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図表 1－1－12 運営業務を含む・含まない事業数の推移（累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1－1－13 事業分野別運営業務の有無の割合 

 

 

 

（注）１．生活と福祉（総数：15）、産業（総数：15）、健康と環境（総数：61）、まちづくり（総数：37）、 

教育と文化（総数：108）、あんしん（総数：19）、庁舎と宿舎（総数：47）、その他（総数：37） 

２．生活と福祉（老人福祉施設等）、産業（卸売市場、観光施設等）、健康と環境（病院、斎場、浄化槽等）、まちづ

くり（駐車場、空港、公園、公営住宅等）、教育と文化（学校、図書館、美術館、ホール等）、あんしん（警察

施設、消防施設、行刑施設等）、庁舎と宿舎（事務庁舎、宿舎等）、その他（複合施設、道の駅等） 
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図表 1－1－15 事業方式別運営業務の有無の割合  

 

 

 

（注）BTO方式（総数：238）、BOT方式（総数：48）、その他（総数：53） 

図表 1－1－14 管理者等別運営業務の有無の割合 

 

 

 

（注）国（総数：56）、独立行政法人等（総数：32）、都道府県（総数：75）、政令指定都市（総数：46）、 

市区町村（総数：130） 
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2 実施方針を公表した事業の年度別の傾向 

本項では、実施方針を公表した事業の年度別の傾向について、「事業数及び事業

費」、「管理者等別」、「事業分野別」、「事業類型別」、「事業方式別」、「業務範囲別」

の 6項目で整理する。 

（1）事業数及び事業費の傾向 

実施方針を公表した PFI 事業数を年度別にみると、平成 17 年度以降約 40 事業で

推移しており、ほぼ横ばいの傾向である。また、事業費については、ばらつきがあ

るものの、平成 12年度以降増加傾向にある（図表 1－1－16）。 

（2）管理者等の傾向 

実施方針を公表した PFI 事業のうち管理者等の割合を各年度別にみると、「国」の

割合は、平成 14年から平成 16年度にかけて、10％台で推移してきたが、平成 17年

度以降は平成 18 年度を除き、20％以上で推移しており、近年の増加傾向がうかがえ

る（図表 1－1－17）。 

 

 

 

 

 

図表 1－1－16 事業数及び事業費の増加数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）事業費については契約年度ごとに分類している。 
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（3）事業分野別の傾向 

実施方針を公表した PFI 事業のうち事業分野ごとの割合を各年度別にみると、「庁

舎と宿舎」は、平成 18 年度までは 20％未満で推移してきたが、平成 19 年度以降は

20％台と高い割合で推移している（図表 1－1－18）。平成 20年度において、「庁舎と

宿舎」の割合が高い背景としては、「宿舎（財務省 6 事業、厚生労働省 1 事業）」、

「庁舎（国土交通省 2事業）」等、国の事業が増えたことがあると考えられる。 

図表 1－1－17 年度別管理者等の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 11年度（総数：13）、平成 12年度（総数：11）、平成 13年度（総数：26）、平成 14年度（総数：47）、 

平成 15年度（総数：45）、平成 16年度（総数：46）、平成 17年度（総数：40）、平成 18年度（総数：39）、 

平成 19年度（総数：44）、平成 20年度（総数：38） 
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（4）事業類型別の傾向 

実施方針を公表した PFI 事業のうち事業類型ごとの割合を各年度別にみると、「サ

ービス購入型」の割合が増加傾向を示しており、近年は約 80％の高い割合で推移し

ている（図表 1－1－19）。 

（5）事業方式別の傾向 

実施方針を公表した PFI 事業のうち事業方式ごとの割合を各年度別にみると、

「BTO 方式」の割合が平成 14 年以降 70％台と、ほぼ横ばいで推移している。（図表

1－1－20）。 

図表 1－1－18 年度別事業分野の割合 
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（注）平成 11年度（総数：13）、平成 12年度（総数：11）、平成 13年度（総数：26）、平成 14年度（総数：47）、 

平成 15年度（総数：45）、平成 16年度（総数：46）、平成 17年度（総数：40）、平成 18年度（総数：39）、 

平成 19年度（総数：44）、平成 20年度（総数：38） 
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図表 1－1－19 年度別事業類型の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1－1－20 年度別事業方式の割合 

 

 

（注）平成 11年度（総数：13）、平成 12年度（総数：11）、平成 13年度（総数：26）、平成 14年度（総数：47）、 

平成 15年度（総数：45）、平成 16年度（総数：46）、平成 17年度（総数：40）、平成 18年度（総数：39）、 

平成 19年度（総数：44）、平成 20年度（総数：38） 
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平成 19年度（総数：44）、平成 20年度（総数：38） 
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（6）事業範囲別の傾向 
実施方針を公表した PFI 事業のうち事業範囲の中の運営業務の有無の割合を各年

度別にみると、平成 14 年度以降は「運営業務を含む」事業の割合が年度ごとにばら

つきがあるものの、約 60～80％で横ばいに推移している（図表 1－1－21）。 

 

 
図表 1－1－21 年度別運営業務を含む・含まない事業数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）平成 11年度（総数：13）、平成 12年度（総数：11）、平成 13年度（総数：26）、平成 14年度（総数：47）、 

平成 15年度（総数：45）、平成 16年度（総数：46）、平成 17年度（総数：40）、平成 18年度（総数：39）、 

平成 19年度（総数：44）、平成 20年度（総数：38） 
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近年、我が国の PFI 事業は様々な分野の施設に導入されている。本節では、各分

野から抽出した国等及び地方公共団体の 8事例を紹介する。 

紹介する内容は、公表データ及びそれぞれの管理者等に対して実施したヒアリン

グ（①事業の特徴、②PFI 手法を採用したことの評価、③事業者選定後の状況等）の

結果に基づいてまとめたものである。 

ヒアリングの結果から、民間事業者のノウハウ活用による施設利用者の利便性の

向上や施設整備・維持管理・運営コストの削減、自由提案による地域活性化への貢

献等がそれぞれの事業において実現されていることがうかがえる。 

 

紹 介 事 例 特   色 

1 指宿地域交流施設整備事業（鹿児島県） 
我が国初の道の駅を対象とした

PFI事業 

2 
九段第 3合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備
等事業（東京都） 

我が国初の国と地方公共団体の

共管 PFI事業 

3 
埼玉県県民活動センターESCO事業（埼玉
県） 

積極的に ESCO-PFI事業を展開
している地方公共団体の事業 

4 新浦安駅前複合施設整備運営事業（千葉県） 
12の機能が複合化した施設を対
象とした PFI事業 

5 中部運転免許センターPFI事業（静岡県） 
我が国初の運転免許センターPFI
事業 

6 県営上安
かみやす

住宅整備事業（広島県） 
県営住宅整備と余剰地活用を併

せて実施した PFI事業 

7 
豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運

営事業（愛知県） 
健康増進・福祉を基本コンセプ

トとした余熱利用施設 PFI事業 

8 
マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等

事業（兵庫県） 
我が国初のフィッシャリーナ施

設を対象とした PFI事業 

（注）事業名の後の括弧は、PFI施設が立地している都道府県

第 2節 ＰＦＩ手法の導入事例 
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我我がが国国初初のの道道のの駅駅をを対対象象ととししたたＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① 民間事業者に対するインセンティブの付与による特産品販売力強化の実現 

② 自由提案による自主運営事業の実施 

③ 地元関連企業との協働による地域波及効果の実現 

 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 指宿市 

所 在 地 指宿市小牧字磯 52番地 他 

敷地面積 都市公園：12,000㎡、道の駅：4,000㎡ 

延床面積 465.60㎡ 
施設概要 

施設内容 地域交流施設、都市公園、道の駅 

事業期間 約 16年（設計・建設約 1年、維持管理・運営約 15年） 

施設の所有形態 BTO方式 

事業類型 混合型 

総事業費 約 4億円（税抜き、落札金額） 

選定事業者の業務内容 
地域交流施設：施設の設計・建設、維持管理、運営業務 
都市公園、道の駅：維持管理業務 

実施方針公表 平成 15年 01月 14日 

特定事業選定 平成 15年 03月 26日 

入 札 公 告 平成 15年 05月 19日 

落札者決定 平成 15年 09月 24日 

契 約 締 結 平成 15年 11月 27日 

経緯 

供 用 開 始 平成 16年 10月 01日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  市市民民・・地地域域かかららのの要要望望にに基基づづいいたた事事業業のの発発案案  

指宿市（以下、「市」という。）では、

以前より、農家や農産加工組合、漁業

者などから直売所等の設置要望が多く

あり、「第 4 次指宿市総合振興計画」

策定時に組織した「市民まちづくり委

員会『夢現塾（むげんじゅく）』」から

も物産館設置についての提言があった。

このようなことから、「第 4次指宿市 

事例 1 指宿地域交流施設整備事業（鹿児島県） 

地域交流施設外観 
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総合振興計画」において「複合的機能を備えた交流施設の整備」を重点事業として位

置づけ、道の駅、物産センターおよび公園整備の検討が進められた。地域交流施設の

設置場所は、鹿児島市と指宿市をつなぐ国道 226 号線の市境で、景観の優れた場所を

選定し、道の駅と都市公園を併設することとなった。 

本施設整備手法の選定にあたり、財政支出の削減や良質なサービスの提供が行われ

る可能性が高く、特に民間の有する経営ノウハウが有効に活用され、特産品販売力を

増強することで地域振興に寄与できる可能性が高いとの考えから、我が国で初めて道

の駅に PFIが導入されることとなった。 

 

②②  多多角角的的なな需需要要予予測測調調査査のの実実施施 

本事業では、道の駅における農産物及び鮮魚・加工品等の特産品販売業務の収入リ

スクが事業に与える影響が大きいと考えられたため、販売需要の検討にあたり、コン

サルタントが需要予測調査を実施する一方、市も独自に周辺のコンビニエンスストア

等に対するヒアリング調査を行うなど、多角的な面から需要予測調査を行った。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  民民間間事事業業者者にに対対すするるイインンセセンンテティィブブのの付付与与にによよるる特特産産品品販販売売力力強強化化のの実実現現  

特産品販売業務等の運営業務について、民間事業者に販売促進のインセンティブを

与えるスキームが採用されている。例えば、民間事業者の運営業務の一つに、特産品

の販売代行業務がある。特産品には、市内で生産される農林水産物や花卉・観葉植物

類、加工品、ブランド産品、工芸品、民芸品や県内で生産される観光土産品等があり、

これらの売上の 20％～40％を民間事業者の販売手数料収入とする一方、人件費等は事

業者が費用負担するスキームを採用している。 

この結果、特産品販売額は当初の市予測値を大きく上回り、選定事業者の安定した

財務状況の確保が可能となった。 

②②  自自由由提提案案にによよるる自自主主運運営営事事業業のの実実施施  

本事業では、自由提案による自主運営事業の実施が可能な事業スキームが採用され

ている。現在実施されている自主運営事業としては、余剰容積を利用したレストラン、

ミニショップ、ベーカリーショップの運営、施設周辺でのソフトクリーム、焼き鳥等

のファーストフード店が展開されており、施設利用者の利便性向上に寄与している。 

③③  財財政政支支出出のの削削減減  

最終的には 3 グループの応募があり、PFI 手法の導入によって、従来方式における

市の財政支出に比べ、約 37％の VFM（コスト削減効果）が発揮された。 
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４ 事業者選定後の状況 

①①  地地元元関関連連企企業業ととのの協協働働にによよるる地地域域波波及及効効果果のの実実現現  

選定事業者の提案内容については、地元関連企業との協働に力点を置き、地域活性

化策を探るなどの経営努力への姿勢等を重視した。施設供用開始後は、積極的に地元

関連企業との協働が実現されている。具体的には、地元特産品のびわ、パッションフ

ルーツ、芋等を使用したソフトクリーム、薩摩焼の陶器を使用したチョコレート等の

商品開発、出荷者が持ち込む特産品を用いた定食の販売等がなされており、地域活性

化に貢献している。 

また、市内商業高校の生徒を販売実習生として受け入れることにより、地元での教

育及び雇用促進にも貢献している。 

②②  選選定定事事業業者者のの販販売売ノノウウハハウウのの活活用用  

地元企業との協働による商品開発以外にも、販売力強化のための方策が積極的に推

進されている。例えば、選定事業者は市の協力を得て、平成 20 年の NHK 大河ドラマ

「篤姫」の撮影セットを施設内の工芸品展示コーナーに再現するなど、顧客増加・売

上増加のための努力を行っている。この結果、現在供用開始後約 3 年半経過している

が、特産品の売上額は概ね当初の予想額を上回っている。このように、PFI 方式の採用

によって、従来手法で実施される場合以上に、売上増に向けた努力や時代の潮流に合

わせた柔軟な対応が実現されている。 

③③  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

主に四半期に一度、実地調査によりモニタリングを実施している。モニタリング内

容は、主に壁面のひび割れや床面の清掃状況等の維持管理面の確認である。モニタリ

ングは、前回の指摘事項をチェックし、改善点等を整理する方法を採用している。 

モニタリングにより、業務内容に不備があると判断すれば、その都度減額ポイント

を付与し、減額ポイントが 5 ポイントに達した場合は、サービス購入料を 20％減額す

る等の方法を採っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業は、我が国で初めて道の駅に PFI手法が導入された事業である。 

●運営業務に関しては、売上の 20～40％を選定事業者の販売手数料収入とするなど、

民間事業者の売上高増加のインセンティブを働かせるスキームが採用されており、

選定事業者の努力により、当初予測以上の来客数・売上高が実現されている。 

●自由提案により、レストラン、ミニショップ、ベーカリーショップ、ファーストフ

ード店が展開されており、利用者の利便性向上に寄与している。 

●地元関連企業との連携による地元特産品を活用した新商品の開発や、商業高校の生

徒の販売実習生として受け入れなど、様々な点で地域への貢献が実現されている。
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我我がが国国初初のの国国とと地地方方公公共共団団体体のの共共管管ＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① 民間提案による良好な景観形成の実現 

② 環境負荷低減を考慮した「グリーン庁舎」の実現 

③ 共同整備のメリットを生かした施設の共用 

 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 国土交通省、千代田区 

所 在 地 千代田区九段南 1丁目 2 

敷地面積 4,250㎡ 

延床面積 60,000㎡（容積対象面積約 55,000㎡） 
施設概要 

施設内容 

総務省関東総合通信局、財務省会計センター、厚生労働省関東信越厚生局

（麻薬取締部）、同東京労働局、国土交通省関東地方整備局（通信設備）、

同省同局東京国道事務所、千代田区役所、千代田区立千代田図書館、千代

田区男女共同参画センター、障害者福祉施設 
事業期間 約 18年（設計・建設約 3年、維持管理・運営約 15年） 

施設の所有形態 BTO方式 

事業類型 サービス購入型 

総事業費 約 222億円（税抜き、落札金額） 

選定事業者の業務内容 施設の設計・建設、維持管理、運営業務 

実施方針公表 平成 15年 04月 17日 

特定事業選定 平成 15年 07月 07日 

入 札 公 告 平成 15年 07月 31日 

落札者決定 平成 15年 12月 24日 

契 約 締 結 平成 16年 03月 10日 

経緯 

供 用 開 始 平成 19年 02月 28日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  国国土土交交通通省省とと千千代代田田区区のの共共管管事事業業  

国土交通省（以下、「国」という。）は、東京都区部に分散

している行政機関の集約・立体化等を目的に、九段第 3 合同

庁舎の整備計画を検討しており、その整備手法については、

都市再生プロジェクト（平成 13年 8月 第二次決定）におい

て、PFI の導入を検討することが決定された。また、当初、

九段第 3合同庁舎は、国有地の有効・高度利用の観点から、 

事例２ 九段第３合同庁舎・千代田区役所本庁舎整備等事業（東京都）

庁舎外観 
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民間収益施設と一体の建築物として整備される予定であった。 

一方、老朽化・狭あい化が進んでいた庁舎の建替えを検討していた千代田区（以下、

「区」という。）は、九段第 3 合同庁舎の整備計画の発表を受け、国に対して、九段第 3

合同庁舎と千代田区役所本庁舎との共同整備について、提案を行った。 

国は、①民間収益施設の代わりに区の庁舎が入居した場合においても、国有地の有

効・高度活用が図られること、②地域の行政施設の更なる集約化が図られることの 2 点

から、区の提案を受け入れ、我が国初の共管 PFI 事業として、九段第 3 合同庁舎・千代

田区役所本庁舎（以下、両庁舎を総称して「本庁舎」という。）整備等事業が実施される

こととなった。 

②②  既既存存庁庁舎舎のの未未利利用用容容積積をを最最大大限限活活用用 

共同整備による本庁舎は大規模な施設となるため、本敷地のみの利用可能容積内での

整備が難しかった。そのため、隣接する九段合同庁舎、九段第 2 合同庁舎の敷地の未利

用容積約 26,000 ㎡を活用することにより、約 55,000 ㎡の容積を確保し、本庁舎の整備

を行った。 

③③  国国、、区区、、事事業業者者のの 33者者にによよるる協協力力体体制制のの構構築築 

PFI の導入検討については、区から委託を受ける形で国が中心となって実施した。ま

た、本事業を円滑に実施するため、国と区は両者間で事業協定を結んでいるほか、選定

事業者を含めた 3 者覚書を事業契約と同時に締結した。加えて、3 者による維持管理・

運営に関する定例会議の開催等、関係者が協力して事業実施にあたる体制が整備されて

いる。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  民民間間提提案案にによよるる良良好好なな景景観観形形成成のの実実現現  

本庁舎周辺の九段地区は、皇居に近接し、江戸と東京の歴史を感じることができる

良好な景観が形成されている。このため、建物形態、色彩、素材等も、地域の歴史・

文化等を十分に踏まえたものとし、また、既存庁舎である九段合同庁舎、九段第 2 合

同庁舎との景観の調和に配慮する必要があった。 

業務要求水準書において、良好な都市景観と落ち着きのある沿道空間の形成を求め

た結果、選定事業者からは、①縦格子をモチーフとして用いることにより建物に和の

イメージを持たせ、皇居周辺に位置するにふさわしいデザインとすること、②隣接す

る既存庁舎の高さに合わせて本庁舎のデザインを分けることにより、既存庁舎との連

続性を確保すること等について提案があり、街並みに調和する景観形成が図られるこ

ととなった。 
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②②  環環境境負負荷荷低低減減をを考考慮慮ししたた「「ググリリーーンン庁庁舎舎」」のの実実現現  

本庁舎は、省エネルギー・省資源・長寿命化・建設副産物の抑制・エコマテリアル

の使用等を行う、環境配慮型官庁施設「グリーン庁舎」として計画された。選定事業

者からは、太陽光発電・昼光連動照明等の採用による自然エネルギーの利用、雨水・

排水再利用、水蓄熱等による資源の有効利用等について提案がなされた。また、選定

事業者は、維持管理・運営期間中の CO2 削減量を、毎年、前年度と比較して 1％以上

削減することを保証している。 

③③  財財政政支支出出のの削削減減  

最終的には 7 グループの応募があり、PFI 手法の導入によって、従来方式における

公共の財政支出に比べ、約 37％の VFM（コスト削減効果）が発揮された。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①共共同同整整備備ののメメリリッットトをを生生かかししたた施施設設のの共共用用  

1 階のエントランスホールは、間仕切りのない一体空間として整備され、国と区が共

同で利用できるようになっている。また、総合受付や食堂、売店等の福利厚生諸室等

においても、共同整備のメリットを生かした施設の共用がなされている。 

②②  目目的的にに応応じじたた施施設設利利用用のの実実現現  

本事業においては、国と区の管理区分によって異なる警備レベルや運営時間を設定

する等、施設の用途に応じた維持管理・運営が行われている。また、供用開始直後に

は、区立図書館へのエレベーターの台数が十分確保されない等の問題が生じたが、管

理官署、入居官署、事業者の協議により、専用エレベーターを設けるなどの対応が取

られた。 

③③  モモニニタタリリンンググのの状状況況等等  

国は、選定事業者が提出する月報の確認、必要に応じた実地調査等によりモニタリ

ングを実施している。また、本施設の食堂利用者に対して選定事業者がアンケート調

査を実施するなど、運営状況についても確認を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業は、我が国で初めての国と地方公共団体の共管 PFI事業である。 

●隣接する既存庁舎敷地の未利用容積を最大限活用することにより、延床面積の合計

が約 55,000㎡の施設を整備することが可能となった。 

●選定事業者の提案により、街並みに調和し、既存庁舎との連続性を意識した施設計

画が実現された。 

●維持管理・運営面では、共同整備のメリットを生かした施設の共用が実現されると

ともに、各入居施設の目的や性格に合わせた施設利用が実現されている。 
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積積極極的的ににＥＥＳＳＣＣＯＯ－－ＰＰＦＦＩＩ事事業業をを展展開開ししてていいるる地地方方公公共共団団体体のの事事業業  
 

① エネルギー削減及びコスト削減努力を促進する事業方式 

② 提案審査項目の設定によるコスト削減とサービスレベルの維持を確保 

③ 指定管理者制度を併用した民間ノウハウ活用による省エネルギー化の達成 

 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 埼玉県 

所 在 地 埼玉県北足立郡伊奈町小針内宿 1600 

敷地面積 ― 

延床面積 ― 
施設概要 

施設内容 県民活動センター（貸会議室、ホール等）に付随する省エネルギー設備等

事業期間 約 11.5年（設計・施工約 0.5年、維持管理・運営約 11年） 

施設の所有形態 BOT方式 

事業類型 サービス購入型 

総事業費 約 4億円（税込み、契約金額） 

選定事業者の業務内容 省エネルギー改修設備及び中央監視設備等の設計、施工、施工監理、維持管理業務

実施方針公表 平成 19年 03月 19日 

特定事業選定 平成 19年 03月 30日 

募 集 公 告 平成 19年 04月 03日 

事業者決定 平成 19年 06月 12日 

契 約 締 結 平成 19年 09月 12日 

経緯 

供 用 開 始 平成 20年 04月 01日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  積積極極的的にに EESSCCOO--PPFFII事事業業をを展展開開ししてていいるる地地方方公公共共団団体体のの事事業業  

埼玉県（以下、「県」という。）では、平成 15 年

に我が国初の ESCO 5事業の PFI 事業（以下、

「ESCO-PFI 事業」という。）「埼玉県総合リハビリ

テーションセンターESCO 事業」を実施して以来、

ESCO-PFI事業に積極的に取り組んでいる。 

                                               
5
  ESCO（Energy Service Company の略）事業とは、ビルや工場などの建物の省エネルギーに関する包括的なサービス

（省エネルギー診断・設計・施工・導入設備の保守・運転管理・事業資金調達など）を民間事業者が提供し、それに

よって得られる省エネルギー効果を民間事業者が保証し、削減した光熱水費の中から ESCOサービス料と顧客の利益

を生み出す事業のこと。 

事例３ 埼玉県県民活動センターＥＳＣＯ事業（埼玉県） 

空冷ヒートポンプモジュール型チラー 
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  まず、県有施設の中からエネルギー消費量の高い施設を選別して ESCO 事業の導入

予定施設を定め、さらに導入可能性調査を実施し、ESCO-PFIの導入を決定している。 

本施設の用途は貸会議室、貸ホール等で、平成 2 年の供用開始から約 20 年経過して

いた。本事業では、熱源設備や中央監視設備をはじめとする老朽設備を民間事業者の

資金で改修し、それらの維持管理や監視業務等を 11年間行うこととなっている。 

②②  施施設設のの詳詳細細なな情情報報公公開開にによよりり応応募募者者のの理理解解をを促促進進  

本事業では、民間事業者は、応募する際、最低限削減を保証する金額（Ⓐ）を提案す

ることとなっている。したがって、提案にあたって施設内容を十分に理解する必要が

あった。このため、県は応募予定者に対して、施設全体の現地案内に加え、従来方式

における維持管理日報や省エネルギー診断結果、施設の図面等を提示し、応募者が施

設に対する理解を深め具体的な応募提案ができるよう配慮した。 

③③  エエネネルルギギーー削削減減及及びびココスストト削削減減努努力力をを促促進進すするる事事業業方方式式  

選定事業者がエネルギーコストの削減を実現した場合、年度ごとに実現された削減額

に応じて県は ESCO サービス料を選定事業者に支払う（下図参照）。このような支払方

法を設定することによって、民間事業者にインセンティブを与え、光熱水費削減のため

の努力を促進している。 

● パターン別選定事業者の収入 

各パターン ESCOサービス料 

パターン (1) 

Ⓓ＞Ⓐ 
❶ 

パターン (2）  

Ⓓ＝Ⓐ 

Ⓑ 

パターン (3）  

Ⓓ＜Ⓐ 
Ⓑ－（Ⓐ－Ⓓ）＝Ⓑ´ 

❷ 
パターン (4） 

Ⓓ＜Ⓒ 
Ⓓ－Ⓒ ※ 

 

 

 

 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  提提案案審審査査項項目目のの設設定定にによよるるココスストト削削減減ととササーービビススレレベベルルのの維維持持をを確確保保  

応募受付段階では、省エネルギー率を 6％以上とすることを必須条件としたが、実際

には応募者からは設備改修等による更に大きな削減率が提示された。 

また、提案された光熱水費・人件費削減の実現性を担保するため、提案審査項目に

Ⓐ：選定事業者が応募段階で提示した最低限保

証する削減額（削減保証額） 

Ⓑ：県が選定事業者に支払う上限額 

Ⓒ：ⒶからⒷを減じた額 

※パターン(4)は選定事業者から県への支払い額

削減保証額Ⓐ             実現された削減額Ⓓ 

事業 

実施前 

光
熱
水
費 

Ⓒ

パターン  パターン  パターン    パターン

   (1)        (2)      (3)            (4) 

光
熱
水
費 

 

 

Ⓑ

県の利益

Ⓒ

光
熱
水
費 

 
 
Ⓑ

Ⓒ

光
熱
水
費
等 

Ⓒ 

光
熱
水
費 

 
Ⓑ´ 

Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
サ
ー
ビ
ス
料 

減
額
部
分 

ESCO-PFI 事業期間中 

Ⓐ
Ⓓ

選
定
事
業
者
か
ら 

県
へ
の
支
払
い
部
分

❶ 削減保証額が 

実現された場合 

❷ 削減保証額が 

実現されなかった場合 
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「維持管理、計測・検証方法及び運転管理方針の提案に具体性・妥当性があること」

を盛り込み、コスト削減を実現しつつサービスレベルの質を担保するよう求めた。こ

の結果、事業者提案により、従来では中央監視室のみでしか行えなかった中央監視業

務がリモートオペレーションセンターや施設管理者のパソコン上でも可能となり、省

エネルギー化の推進やサービスレベルの向上がなされた。 

②②  財財政政支支出出のの削削減減  

最終的には 3 グループの応募があり、従来方式と比較して、省エネルギー率約 14％、

光熱水費等削減率約 50％の削減が可能となった。また、約 1.4 億円（15.2％）の VFM

（コスト削減効果）が発揮された。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①  指指定定管管理理者者制制度度をを併併用用ししたた民民間間ノノウウハハウウ活活用用にによよるる省省エエネネルルギギーー化化のの達達成成  

民間ノウハウの活用による機器の更新・導入により、省エネルギー化が達成されて

いる。具体的には、空冷ヒートポンプモジュール型チラー6の更新、廊下照明設備のイ

ンバータ化及びセンサ化、レストランの照明設備に対する長寿命無電極放電照明器具

の導入などにより、エネルギー使用量及びエネルギーコストについて計画以上の大幅

な削減が実現されている。 

また、本施設では平成 18 年から指定管理者制度が導入されており、指定管理者も維

持管理費削減のため、部屋の窓ガラスにフィルムを貼り冷暖房効果を向上させたり、

施設利用者に対する省エネルギー化を呼びかけたりするなど、独自の方法で施設の省

エネルギー化に努めており、PFI 事業者と指定管理者の協力により、施設全体の省エネ

ルギー化が推進されている。 

②②  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

指定管理者が日報・月報を確認し、県に報告するとともに、県が四半期ごとに履行

状況、省エネルギー量、光熱水費の確認を行っている。 

 

 

 

 

 

 

                                               
6
 チラーとは、ビルや工場など大型施設の空調熱源や各種産業装置等の温度を一定に保つための装置の総称。主に冷却

に使うことから「chiller(chill=冷やす)」と呼ばれ、チリングユニットと呼ぶ場合もある。実際には冷やすだけでなく

温めることもあり温度域は様々である。装置内部は冷媒を使った冷凍機と水を循環させる水回路からなり、冷却器を

通して冷媒と水が熱交換を行っている。 

まとめ 

●コスト削減努力を促進する事業方式を設定することで、エネルギーコストの削減が

可能となっている。 

●維持管理業務面で、省エネルギー化とともに監視対応力を拡大することによりサー

ビスレベルの向上が可能となるような、具体的かつ実現性の高い提案がなされた。

●供用開始後はエネルギー使用量及びエネルギーコストについて、計画以上の大幅な

削減が実現されている。また、指定管理者は独自の手法で施設の省エネルギー化に

努めており、より一層施設全体の省エネルギー化が推進されている。 
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1122 のの機機能能がが複複合合ししたた施施設設をを対対象象ととししたたＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① 庁内実務担当者から成るプロジェクトチームの組成による検討の迅速化 

② 壁面緑化や風力発電設備の設置など様々な民間事業者の創意工夫の発揮 

③ 複合施設のメリットを生かした機能間連携による取組 

 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 浦安市 

所 在 地 浦安市入船 1－2－1 

敷地面積 1,556.90㎡ 

延床面積 7,404.43㎡ 施設概要 

施設内容 
複合施設（行政サービス施設、子育て支援施設、市民交流施設など 12施
設） 

事業期間 約 21.5年（設計・建設約 1.5年、維持管理・運営約 20年） 

施設の所有形態 BTO方式 

事業類型 サービス購入型・いわゆる独立採算型 

総事業費 約 65億円（契約金額） 

選定事業者の業務内容 施設等の整備、維持管理、運営業務 

実施方針公表 平成 15年 09月 03日 

特定事業選定 平成 15年 12月 26日 

募 集 公 告 平成 15年 12月 26日 

事業者決定 平成 16年 07月 14日 

契 約 締 結 平成 16年 09月 21日 

経緯 

供 用 開 始 平成 18年 04月 01日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  1122のの機機能能がが複複合合化化ししたた施施設設をを対対象象ととししたた PPFFII事事業業  

浦安市（以下、「市」という。）では、沿岸

部の埋め立てによる新町地域などの開発の進

展に伴う、待機児童数の増加及び駅前放置自

転車への対応、国際化への対応が大きな行政

課題となっていた。そこで平成 13 年度から、

新浦安駅前に公共施設用地として確保してい

た市有地に、保育園や自転車駐車場、国際セ

ンターなどの機能を複合的に整備することに 

事例 4 新浦安駅前複合施設整備運営事業（千葉県） 

新浦安駅前プラザ・マーレ外観 
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ついて調査し、PFI 手法導入の可能性の検討を行った。その結果、PFI 手法導入による

効率的な運営やコスト削減効果が確認されたことから、複合施設を対象とした PFI 事業

として進められることとなった。  

②②  庁庁内内実実務務担担当当者者かからら成成るるププロロジジェェククトトチチーームムのの組組成成にによよるる検検討討のの迅迅速速化化  

本事業で導入する機能は多岐にわたり、関係部署は 17 課、担当者は 20 人以上に及

んだ。業務要求水準の検討などにあたり、担当課間の調整などに相当の期間と労力を

要することが予想されたため、実務担当者からなるプロジェクトチームを組成し、会

合等を開催しながら意見交換を図り検討を進めた。その結果、限られた検討期間の中

で調整することができ、予定スケジュールから遅れることなく事業を進めることがで

きた。 

③③  施施設設運運営営のの時時間間帯帯にによよっってて独独立立採採算算部部分分とと混混合合型型部部分分をを分分離離 

本事業では、運営業務の一つとして、青少年の芸術・音楽・文化活動や交流を行う

市民交流施設の運営業務を選定事業者の業務範囲に含んでいる。ただし、青少年の利

用が見込まれる時間帯が放課後などに限られることから、当該時間帯を青少年の利用

に限定する事業（以下「青少年対象事業」）を実施する時間帯とし、それ以外の時間

帯を一般利用も含めた事業の実施時間帯として分離することとした。 

青少年対象事業については、青少年が負担しやすい低廉な参加料等とすることが求

められることから、前提条件として概ね年間 1,800 万円をサービス対価として支払う

混合型事業とした。一方、一般利用も含めた事業については、駅直近という好立地条

件であり、相応の需要が見込まれることから、実施する事業内容は民間事業者の提案

にゆだね、いわゆる独立採算型事業として実施することとした。需要変動リスクを適

切に分担することで、官民双方にとって過度な負担を強いることなく、選定事業者の

創意工夫を生かした市民交流施設運営業務が実現されている。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  壁壁面面緑緑化化やや風風力力発発電電設設備備のの設設置置ななどど様様々々なな民民間間事事業業者者のの創創意意工工夫夫のの発発揮揮  

選定事業者の提案により、施設計画上様々な創意工夫が発揮されている。特に、建

物の正面及び側面に施された壁面緑化は、多くの人が行き交う場所において視覚的に

訴える効果が大きく、環境に配慮した先進的な公共施設の事例として、雑誌やテレビ

など多くのメディアにも取り上げられるほどのインパクトがあった。また、屋上には

小型の風力発電や太陽光設備が設置され、発電した電力は地下の自転車駐車場の一部

部分の照明に利用されるなど、環境にやさしい省エネルギー施設となっている。加え

て、業務要求水準の内容によっては、定性的ではなく定量的に示すことが重要と考え、

遮音性能を定量的に数値で示すことにより、高度な遮音性能を満たす音楽スタジオを
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実現できた。また、指定した時間以上の延長保育の実施なども実現されている。 

②②  市市のの財財政政支支出出のの軽軽減減  

最終的に 8グループの応募があり、PFI手法の導入によって、従来方式における市の

財政支出に比べ、約 5.2億円（10.3％）の VFM（コスト削減効果）が発揮された。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①  複複合合施施設設ののメメリリッットトをを生生かかししたた機機能能間間連連携携にによよるる取取組組  

2 カ月に一度、施設の運営に関わる主体（市及び店舗等商業施設のテナントなど選定

事業者以外の事業者を含む。）から成る関係者協議会を開催し、意見交換等を行ってい

る。また、近年では選定事業者側の発案・主導により、新浦安カルチャープラザ（協

力企業が運営）と浦安市国際センター、スワンカフェ＆ベーカリー新浦安店（市が指

定する社会福祉法人が運営）が合同イベントを開催するなど、複合施設のメリットを

生かした取組がなされている。 

②②  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

選定事業者が提出する業務報告書を確認している。また、月に一度、市の職員によ

る定期モニタリングを実施し、選定事業者の業務実施状況や業務計画の確認を行って

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業は、12の機能からなる複合施設を対象とした PFI事業である。 

●青少年対象事業を実施する時間帯を混合型事業、一般利用も含めた事業をいわゆる

独立採算型事業として実施し、需要変動リスクの適切な分担を図った。 

●導入機能に関係する庁内担当課は多数に及んだが、実務担当者から成るプロジェク

トチームを組成して取り組んだことによって、限られた検討期間の中で迅速な調整

が図られている。 

●選定事業者の提案により、壁面緑化や風力発電設備の設置、優れた遮音性能を有す

るスタジオ、長時間の延長保育の実施など様々な面で創意工夫が発揮されている。

●選定事業者側が発案・主導した入居施設の合同イベントの開催など、複合施設のメ

リットを生かした機能間連携による取組がなされている。 
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我我がが国国初初のの運運転転免免許許セセンンタターーＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① 審査時における応募者の提案書作成等の負担の軽減 

② 大幅な工期短縮による早期供用開始の実現 

③ 可変式サインの導入、親子コーナーの設置等の選定事業者のノウハウの発揮 

 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 静岡県 

所 在 地 静岡市葵区 6丁目 16－1 

敷地面積 51,543.44㎡ 

延床面積 8,200.41㎡（本庁舎） 
施設概要 

施設内容 運転免許センター 

事業期間 約 23.5年（設計・建設約 2.5年、維持管理・運営約 21年） 

施設の所有形態 BTO方式 

事業類型 サービス購入型・いわゆる独立採算型 

総事業費 約 50億円（税込み、落札金額） 

選定事業者の業務内容 施設の設計・建設、維持管理、運営及び既存施設の解体業務 

実施方針公表 平成 17年 01月 17日 

特定事業選定 平成 17年 02月 28日 

入 札 公 告 平成 17年 05月 17日 

落札者決定 平成 17年 11月 22日 

契 約 締 結 平成 18年 03月 17日 

経緯 

供 用 開 始 平成 21年 03月 15日（平成 20年 12月一部供用開始） 

 

２ 本事業の特徴 

①①  我我がが国国初初のの運運転転免免許許セセンンタターーPPFFII事事業業    

静岡県（以下、「県」という。）内には東部、

中部、西部の 3 地区に運転免許センターがあ

る。中部運転免許センターは県内の免許業務

の中心的役割を担ってきたが、築後 40 年近

くが経過し、老朽化・狭あい化が進んでおり、

免許の更新に他地区よりも日数を要するなど

サービスの不均衡が生じていた。 

そこで、運転免許センターの再整備にあた

り、PFIを担当している県知事部局から PFI 

事例 5 中部運転免許センターＰＦＩ事業（静岡県） 

中部免許センター外観 
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導入の検討の提案・助言を受け、平成 15 年に導入可能性調査に着手した。その結果、

財政支出の削減及び県の支出の平準化が図られるなど一定の効果が確認されたため、

我が国で初となる運転免許センターを対象とした PFI 事業として進められることとな

った。  

②②  地地域域社社会会経経済済へへのの配配慮慮をを重重視視  

検討を進めるうえで、議会から地元企業が不利になるのではないか、地域の活性化

に寄与するのかといった意見が挙げられた。これらの意見を踏まえ、県としても PFI

事業の実施にあたり、地域経済の活性化を重視したいと考え、SPC の本社を静岡県内

に設置することを条件とし、また、提案審査にあたり「地域社会経済への配慮」を評

価項目として設けた。 

結果的に、県内に本社を置く地元企業 4 社と大手企業 2 社とで組成された応募者グ

ループが選定され、県内産の間伐材を利用した施設計画などを実現することができた。 

③③  審審査査時時ににおおけけるる応応募募者者のの負負担担のの軽軽減減 

本事業は県下で 2 件目の PFI 事業であるが、すでに実施されていた先行事例の PFI

事業での経験を踏まえ、提案審査にあたり応募者の提案書作成等に要する負担の軽減

を図った。 

入札参加資格の確認を行う資格審査の際に、運転免許センターに関する基本的な知

識や本事業に対する考え方を評価する内容審査Ⅰを行い、その上で入札（基礎審査、

内容審査Ⅱ、価格評価及び総合評価）に参加できるようにした。 

実際には、5グループの応募があったが、そのうち 1グループは内容審査Ⅰの基準点

に満たなかったため失格とし、最終的には 4 グループで入札を行った。応募者の負担

軽減を図るとともに、県としても一定水準以上の提案を対象に審査することができ、

審査に係る負担を軽減することができた。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  大大幅幅なな工工期期短短縮縮にによよりり早早期期供供用用開開始始をを実実現現  

従来手法では、旧静岡県立厚生保育専門学校校舎の解体や新庁舎の建設期間として 3

年 9 カ月を想定し、平成 22 年 5 月に新庁舎の業務開始を見込んでいたが、選定事業者

の提案により、建物を階ごとではなくゾーンごとに工区割りし、流れ作業式に整備す

る工法等が採用されたこと等から、大幅な工期の短縮（約 1 年 4 カ月）が実現された。

予定よりも早く供用開始することができたことによって、早期に 3 地区間でのサービ

ス不均衡が解消され、県民に対するサービス提供を開始することができた。 

②②  可可変変式式ササイインンのの導導入入、、親親子子ココーーナナーーのの設設置置等等のの選選定定事事業業者者ののノノウウハハウウのの発発揮揮  

本事業では、選定事業者が有する実績やノウハウを基にした、従来手法では想定し

得なかった取組や工夫が施設随所で見られる。例えば、窓口のフレキシビリティを高

める取組として、季節や曜日の変化による来場者数の増減に対して窓口数を柔軟に変
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化させることができるようにするための DVD プレーヤーと液晶テレビを応用した可変

式サインの導入や、可動間仕切りを用いた講習室の分割・統合利用の提案がなされて

いる。また、講習室内には、受講者が授乳などをしながらでも講習を受けることがで

きるように、業務要求水準では規定されていなかったモニター及び放送設備を備えた

親子コーナーを設置する提案がなされ、特に妊産婦や子ども連れの利用者から高い評

価を得ている。さらに、3 階廊下の吹き抜け上部に排気口を設け、滞留した熱気を外部

に逃がす計画がなされ、冷房効率の向上が図られている。 

③③  県県のの財財政政支支出出のの軽軽減減  

最終的に 4グループの応募があり、PFI 手法の導入によって、従来方式における県の

財政支出に比べ、約 13.7億円（25.9％）の VFM（コスト削減効果）が発揮された。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

選定事業者が提出する日報、月報、四半期報及び年報を確認している。また、月に

一度、県の職員、SPC の職員及び構成企業の業務従事者が一堂に会し、定例会議を開

催している。定例会議では、選定事業者が前月の業務実施状況の結果の報告及び次月

の業務計画の連絡を行い、県からは適宜、業務実施などに対する要望などを通知して

いる。 

②②  エエネネルルギギーーココスストト等等のの削削減減  

個別空調システムを導入することで、室内環境に合わせた柔軟な対応を可能として

いる。維持管理業務の担当者が、日々施設や設備の稼働状況などのチェック、こまめ

な温度調整などの省エネ対策を施すことにより、エネルギーコストの削減が図られて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業は、我が国で初めて運転免許センターに PFI手法を導入した事業である。PFI

の導入により 1年半近くの工期が短縮され、従来手法で想定していたよりも早期に

県民に対して運転免許に係るサービスを提供することが可能となった。 

●県の先行 PFI事業事例の経験を踏まえ、応募者の提案書作成等の負担を軽減するた

め、資格審査の際に基本的な知識や事業に対する考え方を評価する内容審査を併せ

て行い、その上で入札に参加できるようにした。 

●DVDプレーヤーと液晶テレビを応用した可変式サインの採用、授乳等をしながらで

も講習を受けることができる親子コーナーの設置など、従来手法では想定していな

かった工夫が施設の随所に実現されている。 
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県県営営住住宅宅整整備備とと余余剰剰地地活活用用をを併併せせてて実実施施ししたたＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① 県営住宅整備と余剰地活用を併せて実施することによる事業用地の総合的な開発の実現

② 住戸規模のフレキシビリティの確保等、民間提案による住宅性能の向上 

③ 開発用地の有効利用のための民間事業者の自由度の確保 

 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 広島県 

所 在 地 広島県広島市安佐南区上安二丁目、高取北一丁目 

敷地面積 39,020㎡（住宅整備を行う土地と余剰地の合計の敷地面積） 

延床面積 7,703.35㎡（県営住宅部分） 施設概要 

施設内容 
県営住宅、民間施設（特別養護老人ホーム、ケアハウス、デイサービス、

グループホーム、託児所、書籍販売及びビデオ CDレンタルの店舗） 
事業期間 約 22年（設計・建設約 2年、維持管理・運営 20年） 

施設の所有形態 BTO方式 

事業類型 混合型 

総事業費 
県営住宅の買取価格 約 11.6億円（税抜き、落札金額） 
宅地造成工事費 約 3.1億円（税抜き、落札金額） 

選定事業者の業務内容 

県営住宅の整備、維持管理など（設計、施工、工事監理、維持管理、修

繕、入居者管理業務）〔以上 PFI事業〕 
宅地造成工事、余剰地の活用事業の実施 

実施方針公表 平成 14年 03月 29日 

特定事業選定 平成 14年 06月 19日 

募 集 公 告 平成 14年 07月 29日 

落札者決定 平成 15年 01月 17日 

契 約 締 結 平成 15年 10月 02日 

経緯 

供 用 開 始 平成 17年 08月 31日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  県県営営住住宅宅整整備備とと余余剰剰地地活活用用をを併併せせてて実実施施    

広島県（以下、「県」という。）では、

老朽化が進んだ複数の県営住宅を建て直

す必要があった。そのひとつの「県営上

安住宅」には、低層の県営住宅が整備さ

れていたが、県は、これらを撤去して新

たに高層で整備することにより、他の地 

事例 6 県営上安住宅整備事業（広島県） 

県営住宅及び民間施設の外観 

  

社会福祉施設

商業施設 

県営住宅 
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域の老朽化した県営住宅も併せてここに集約することとした。 

さらに、土地の高度利用により一部余剰地が発生することから、民間事業者に収益

事業の提案を求め、その活用を行うこととなった。この余剰地活用についても、より

民間事業者の有するノウハウの発揮が行われ、手続きの透明性が高いと考えられる PFI

事業と併せて実施した。 

なお、本事業は、我が国で初めて地方公共団体の公営住宅に PFI 手法が導入された

事例である。 

 ②②選選定定事事業業者者をを指指定定管管理理者者にに指指定定  

  県の全ての公営住宅運営に指定管理者制度を導入しており、本事業の管理に係る選

定事業者も指定管理者として指定した。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  事事業業用用地地のの総総合合的的なな整整備備のの実実現現  

県営住宅の整備に PFI 手法を採用したことにより、従来手法であれば、分割して発

注されていた県営住宅の整備と余剰地活用事業を一括した事業として実施することに

なった。その結果、選定事業者により、社会福祉施設を中心とした土地利用、高低差

を利用した県営住宅棟などの配置、イベント広場などの地区全体のコミュニティの形

成など、事業用地の総合的な活用プランの提案が行われた。また、選定事業者の全体

的な工事のコーディネーションによる各施設の効率的な整備も実現された。 

②②  住住戸戸規規模模ののフフレレキキシシビビリリテティィのの確確保保等等、、民民間間提提案案にによよるる住住宅宅性性能能のの向向上上  

民間事業者の提案により、従来手法に比べ住宅性能の向上が図られた。具体的には将

来の家族構成や住宅ニーズの変化に対応した住戸規模の変更を容易に行うためのフレキ

シビリティの確保、維持管理業務の効率化に資する配管・ダクトなどの更新が行いやす

い外部設備シャフトの採用など維持管理の負担軽減などが実現された。 

③③  開開発発用用地地のの有有効効利利用用ののたためめのの民民間間事事業業者者のの自自由由度度のの確確保保  

民間の創意工夫を最大限発揮させるため、開発用地活用における土地の利用方法や

余剰地の場所の特定について、民間事業者の自由度を高めた。県は、民間事業者に開

発用地の土地の権利を確保した上で収益事業を行うことを要求しており、この民間事

業者の土地の権利確保の方法として、県からの購入による方法の他に、事業用借地や

定期借地による賃貸の方法も採れることとした。また、民間施設と県営住宅を合築し

て整備することも認めた。さらに、県は、事業の対象用地のどの部分を余剰地とする

かについては特定せず、事業者の提案にゆだねた。 

このように、土地の有効利用について民間事業者の自由度を高めた結果、各応募者

から様々な民間事業の提案が行われた。選定事業者からは、特別養護老人ホーム、ケ
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アハウス、デイサービス、グループホームなどの社会福祉施設や、従業員用の託児所、

及び書籍販売やビデオ CD レンタル事業を行う店舗が提案された。これら事業を行う

土地については、社会福祉施設や託児所を整備する部分については県から購入し、書

籍販売等の店舗部分については県から定期借地する提案がなされた。なお、この譲渡

代金や定期借地料の合計約 6億 6千万円が県の収入となった。 

④④  県県営営住住宅宅のの買買取取額額やや宅宅地地造造成成工工事事費費のの削削減減  

県から選定事業者へは、県営住宅の買取代金の支払が行われた。 

県営住宅の買取額については、県の提示額 16 億円に対し選定事業者からは約 11.6 億

円の提案が行われた。PFI 手法の導入により、従来方式における県の財政支出に比べ、

約 4.4億円（約 23.2％）の VFM（コスト削減効果）が発揮された。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①  利利便便性性のの高高いい県県営営住住宅宅のの実実現現  

新設された県営住宅は、PFI導入や駅から近い立地条件の相乗効果により入居者の利

便性が高まったことから、県民からの人気が高く、高い入居率を確保している。 

②②  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

県営住宅については、県が、指定管理者制度のモニタリングに基づき、選定事業者か

ら提出される月報と年報を確認している。なお、余剰地活用事業については、県は、土

地の売却や賃貸を行うのみで、経営状況などについてのモニタリングは行っていない。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業は、我が国で初めて地方公共団体の公営住宅に PFI手法が導入された事業で

ある。 

●PFI手法を採用することにより、県営住宅の整備と余剰地活用事業を一括した事業と

して実施することが可能となり、選定事業者による事業用地の総合的な活用プラン

の策定や、工事全体のコーディネーションによる各施設の効率的な整備が可能とな

った。 

●開発用地活用における土地の利用方法や余剰地の場所の特定について民間事業者の

自由度を高めた結果、各応募者から様々な土地の利用方法が提案された。選定事業

者からは、土地の購入や定期借地を行う提案が行われ、譲渡代金や定期借地料とし

て合計約 6億 6千万円が県の収入となった。 
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健健康康増増進進・・福福祉祉ををココンンセセププトトととししたた余余熱熱利利用用施施設設ＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① 立地条件、施設コンセプトなどを踏まえ、需要変動リスクを市が負担 

② 光熱水費を選定事業者の負担とし、エネルギーコスト削減のインセンティブを付与 

③ 徹底した環境衛生管理業務の実施 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 豊橋市 

所 在 地 豊橋市東七根町字宝地道 10番地 

敷地面積 17,353.73㎡ 

延床面積 4,396.45㎡ 
施設概要 

施設内容 余熱利用施設 

事業期間 約 17年（設計・建設約 2年、維持管理・運営約 15年） 

施設の所有形態 BTO方式 

事業類型 サービス購入型 

総事業費 約 32億円（税込み、契約金額） 

選定事業者の業務内容 施設の設計・建設、維持管理、運営業務 

実施方針公表 平成 16年 10月 18日 

特定事業選定 平成 16年 11月 22日 

入 札 公 告 平成 17年 03月 29日 

落札者決定 平成 17年 10月 11日 

契 約 締 結 平成 17年 12月 20日 

経緯 

供 用 開 始 平成 19年 10月 01日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  健健康康増増進進・・福福祉祉ををココンンセセププトトととししたた余余熱熱利利用用施施設設 PPFFII事事業業    

豊橋市（以下、「市」という。）では昭和 55

年に供用を開始した資源化センターの焼却炉

の老朽化が進み、再整備の必要性が高まって

いた。また、焼却に伴い発生する蒸気の活用

方策についても検討課題となっていた。この

ような中、市では平成 13 年に資源化センタ

ーを中心としたエリアを対象地区としたエコ

ビレッジ基本構想を策定し、中核施設の一つ

として余熱利用施設（以下、「本施設」とい

う。）を位置づけた。 

事例 7 豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業（愛知県）

りすぱ豊橋外観 
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当時、本施設が位置する市の南部地区は公共施設が不足しており、市民からプール

の設置を求める声も多かったことから、健康増進、福祉をコンセプトとした施設が整

備されることとなった。整備・運営面では、民間活力の活用も視野に入れていたこと

から、平成 14 年に導入可能性調査を実施し、財政支出の削減などの効果が認められた

ため、市で初めての PFI事業として進められることとなった。 

②②  立立地地条条件件、、施施設設ココンンセセププトトななどどをを踏踏ままええ、、需需要要変変動動リリススククをを市市がが負負担担  

先行していた多くの余熱利用施設を対象とした PFI 事業では、民間事業者の創意工

夫をできるだけ生かすために、BOT 方式を採用し、需要変動リスクも民間事業者が負

担するスキームが導入されていた。本事業の PFI 導入可能性調査の段階でも、先行事

例と同様の事業スキームを前提として検討していた。 

しかし、検討を進める中、他の余熱利用施設 PFI 事例の一時閉鎖や事故などを背景

に、民間事業者のリスクマネジメント能力を不安視する声が上がっていた。 

また、対象地は市の中心部から離れた場所に位置しており、利便性の良くない立地

条件にあること、本施設はあくまで市民の誰もが気軽に利用でき、かつ、健康増進や

障害者福祉をコンセプトとするもので、レジャー利用は市として求めていなかったこ

とから、多くの集客を図ることは困難であることが想定された。 

これらの状況を踏まえ、公共事業の安定性や継続性の確保を最優先とし、特定の利

用者を対象とした教室事業を開催する提案は求めず、需要変動（利用料の収入変動）

リスクはすべて市が負担することとした。また、選定事業者を指定管理者に指定して

いるが、利用料金制は採用していない。 

③③  光光熱熱水水費費をを選選定定事事業業者者のの負負担担ととしし、、エエネネルルギギーーココスストト削削減減ののイインンセセンンテティィブブをを付付与与  

本施設は、熱や水を大量に使用する温水プール施設ではあるものの、資源化センタ

ーからの蒸気供給や井戸水の活用（無償使用可）により、比較的安定した供給が可能

であった。光熱水費の負担がそれほど大きくないが、選定事業者における省エネルギ

ー機器の導入や節電・節水の取組などによるエネルギーコスト削減のインセンティブ

を付与することは有効であるため、光熱水費を選定事業者の負担としている。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  徹徹底底ししたた環環境境衛衛生生管管理理業業務務のの実実施施  

本施設は温水プールや温浴施設を含んでいるため、一般的な公共施設に比べ、環境

衛生管理の徹底が重要であった。そこで、業務要求水準書において、他の維持管理業

務に比べより具体的に要求水準を設定し、また、提案書の評価において、温水プール

と温浴施設の衛生管理に関する評価項目を設け、重点的に配点を付与することとした。

その結果、選定事業者からはろ過設備などの予防保全に基づく計画的な点検・保守の
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実施やこまめな巡回監視、水質管理の方法などの提案がなされ、業務要求水準を大き

く上回る環境衛生管理の徹底が図られている。 

②②  市市のの財財政政支支出出のの軽軽減減  

最終的に 4グループの応募があり、PFI手法の導入によって、従来方式における市 

の財政支出に比べ、約 12億円（約 45％）の VFM（コスト削減効果）が発揮された。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

建設段階においては、選定事業者が週に一度開催していた工程会議に市の担当者も

出席し、工事の進捗状況などの確認を行った。維持管理・運営段階においては、選定

事業者が提出する業務日報、月報及び年度総括書を確認した上で、現地での目視やヒ

アリングによる確認を行っている。 

当初計画からの変更など特別な事案が生じた場合には、必要な都度、関係者協議会

を開催し、対応方法などについて議論している。翌事業年度の業務計画の確認などに

ついては、関係者協議会の下部組織として担当者会議を設置し、その中で協議を行っ

ている。 

②②  公公共共事事業業ととししてて安安定定的的にに事事業業をを実実施施  

供用開始後約 1 年半が経過し、利用者数は当初の見込みよりも低位で推移している

が、市が需要変動リスクを負担することによって、公共事業として安定的に事業を実

施することができている。 

③③  利利用用者者かかららのの要要望望をを踏踏ままええ、、実実験験的的にに教教室室事事業業をを開開始始予予定定  

施設内に利用者 BOX を設置し、定期的に利用者の意見を確認している。利用者の

意見には教室の開催を望む声が突出して多いことから、平成 21 年度から市が主催す

る教室事業を年に 2回実験的に開始する予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業では、他の余熱利用施設 PFI事業を参考とした上で、集客に不利な立地条

件、健康増進・障害者福祉をコンセプトとした施設であることを踏まえ、公共事業

の安定性や継続性の確保を図るため、需要変動リスクは市が負担している。 

●本施設は、資源化センターからの比較的安定した蒸気供給などが可能であり、光熱

水費の負担が大きくないものの、選定事業者にエネルギーコスト削減のインセンテ

ィブを付与することは有効であるため、光熱水費を選定事業者の負担としている。

●PFI手法の導入により、ろ過設備などの予防保全に基づく計画的な保守管理の実施

や、こまめな巡回監視などにより、一般的な公共施設を上回る環境衛生管理が実現

している。 
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我我がが国国初初ののフフィィッッシシャャリリーーナナ施施設設をを対対象象ととししたたＰＰＦＦＩＩ事事業業  
 

① コスト削減と景観に配慮した施設の実現 

② 事業性向上のための事業範囲の設定を工夫 

③ 利用率向上のための選定事業者と市の PR活動の実施 
 

１ 事業の概要 

公共施設等の管理者等 神戸市 

所 在 地 神戸市垂水区海岸通 12番地 

敷地面積 水域面積：9,293㎡、岸壁・防波堤等延長：393m 

延床面積 ― 
施設概要 

施設内容 プレジャーボート係留施設、浮桟橋、渡り橋（タラップ） 

事業期間 約 21年（設計・建設約 0.5年、維持管理・運営約 20.5年） 

施設の所有形態 BOO方式 

事業類型 サービス購入型 

総事業費 ― 

選定事業者の業務内容 施設の設計・建設、維持管理、運営業務 

実施方針公表 平成 13年 02月 28日 

特定事業選定 平成 13年 03月 16日 

募 集 公 告 平成 13年 03月 16日 

事業者決定 平成 13年 06月 05日 

契 約 締 結 平成 13年 07月 05日 

経緯 

供 用 開 始 平成 13年 10月 01日 

 

２ 本事業の特徴 

①①  我我がが国国初初ののフフィィッッシシャャリリーーナナ施施設設をを対対象象ととししたた PPFFII事事業業  

神戸市（以下、「市」という。）で

は、垂水漁港内で、平成 2 年から人

と海と魚のふれあいの場をテーマに、

水産業の振興と地域の活性化を目的

として、水産体験学習館、商業施設

等で構成される「マリンピア神戸」

を整備してきた。その中で、垂水漁

港にはプレジャーボートの係留施設 

事例 8 マリンピア神戸フィッシャリーナ施設整備等事業（兵庫県）

フィッシャリーナ外観 
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が整備されていなかったため、漁港内にプレジャーボートが放置され、漁業活動への

支障が発生し問題となっていたことから、漁船とプレジャーボートの分離誘導を図る

ため、マリンピア神戸内でのプレジャーボート専門の係留施設整備を検討することと

なった。 

施設整備について、当初は従来方式で整備することを検討していたが、民間事業者

のノウハウの活用可能性があったこと、阪神・淡路大震災により甚大な被害を受け、

市の財政運営が厳しい状況にあったこと等から、市の先行事業を参考に PFI 方式の導

入を検討した結果、我が国で初めてフィッシャリーナ施設に PFI が導入されることと

なった。 

②②  管管理理者者等等にによよるる利利用用者者数数のの予予測測 

本事業では、市が選定事業者の整備した

施設を借上げ、利用者から徴収した係船使

用料を上限として、施設管理料（係留施設

等の借上げ料、維持管理・運営にかかる費

用）を選定事業者に支払う方法がとられて

おり、実質的にはいわゆる独立採算型の事

業スキームとなっている。この場合、利用

者数の予測が事業成立の重要な条件となる

ことから、利用者から徴収する係船使用料

や利用率について、周辺のヨットハーバー

での実績を参考に利用者数の予測を行った

上で、事業の成立可能性を検討した。 

 

３ PFI手法を採用したことの評価 

①①  ココスストト削削減減とと景景観観にに配配慮慮ししたた施施設設のの実実現現  

提案審査では、施設整備面において安全性に配慮しつつ、コスト削減がなされてい

るか、周辺環境と調和がとれているか等を重点的に審査した。選定事業者からは、自

社開発製品の係留施設資材を使用することによるコスト削減、浮き桟橋の固定に一般

的な鋼管杭を使用しないシーフレックス7を用いた工法による景観に配慮した施設計画

が提案された。 

②②  事事業業性性向向上上ののたためめのの事事業業範範囲囲のの設設定定をを工工夫夫  

市は、様々な利用者のニーズを想定し、放置プレジャーボートや一般プレジャーボ

                                               
7
 スウェーデン・シーフレックス社製の弾性係留装置。従来のチェーンではなく特殊なラバーによる係留により、潮位

による浮桟橋の移動がなく、一定の場所に浮桟橋を設置することができる。 

神 戸 市 

融資 

返済 

金 

融 

機 

関

支払 

請負 

建
設
会
社
等

民 間 事 業 者 

・施設の整備（設計、施工、監理） 

・施設の維持管理 

（保守点検、修理、警備、警戒、清掃）

・施設の運営 

（利用募集、利用受付、係留使用料

徴収、安全講習会の実施） 

サービス 
・係留保管施設の提供 
・安全講習会の開催 

PFI 契約 

水面 
占有料 

・水面占用許可 
・施設管理料（条例で定める 
係船使用料収入の範囲）

係船使用料納付 

利 用 者 
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ートの長期係留施設、一時係留施設等を事業範囲に加えることで、民間事業者の事業

採算性の向上を図った。 

これに対して、選定事業者からは、放置プレジャーボートの係留施設は、一般プレ

ジャーボートの係留施設と比較して施設水準を低く設定し、利用料金を低廉に抑える

などの工夫された提案がなされた。 

 

４ 事業者選定後の状況 

①①  利利用用率率向向上上ののたためめのの選選定定事事業業者者とと市市のの PPRR活活動動のの実実施施  

現在、施設供用開始から約 7 年経過しているが、台風による施設の一部損壊や市場

環境の悪化等により、供用開始当初に比べ利用者数が減少しつつある。これに対し、

選定事業者と市は利用率向上のために積極的に PR活動を行っている。 

選定事業者はボート、ヨット等の船舶メーカーでもあることから、船舶購入者に対

する営業活動や、自社ホームページ内での施設紹介、クルーズプランの紹介等を行っ

ている。また、市も広報誌で本施設を紹介し事業の PR を行うなど事業運営に協力して

いる。さらに、選定事業者から利用率向上のために料金体系を改定する提案がなされ、

これを受けて市が見直すなど、選定事業者と市が協力して事業を推進している。 

②②  モモニニタタリリンンググのの状状況況  

毎月 1 回選定事業者から月次報告を受けるとともに、特別な問題等が生じた場合は、

ただちに選定事業者から市に報告がある。また、1 年に一度、市が現地の維持管理・運

営状況を確認している。 

施設管理料は 1 年間で、前期・後期・年度末の 3 回に分けて市から選定事業者に支

払われる。前期・後期では、利用料金収入の 90％を支払い、PFI 契約の履行状況が良

好であれば、残り 10％を支払うこととしている。このように、実質的にはいわゆる独

立採算型の事業スキームを採用しているが、業務の実施状況と支払い内容を連動させ

ることで、業務の確実な遂行を担保している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ 

●本事業は、我が国で初めてフィッシャリーナ施設に PFIが導入された事業である。

●実質的にはいわゆる独立採算型の事業スキームが採用されており、利用者数の予測

が事業成立の重要な条件となることから、対象地周辺のヨットハーバーでの実績を

参考に使用料や利用率を想定するなど、利用者数予測を行った。また、業務の実施

状況と支払い内容を連動させることで、業務の確実な遂行を担保している。 

●現在、施設供用開始から約 7年経過しているが、供用開始当初に比べ利用者数が減

少しつつある。これに対し、選定事業者と市は利用率向上のために、料金体系の見

直しや、PR活動を行っている。 
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